
Ⅶ 行財政集中改革アクションプランの改革項目

改革１ ニューノーマルを意識した便利なサービス
（１） 電子申請サービスの拡充
（２） 公共施設予約手続きの簡素化
（３） 使用料・手数料等のキャッシュレス決済の拡大

改革２ デジタル技術を活用した生活に役立つサービス
（４） ＧＩＧＡスクール構想の推進
（５） 行政情報発信の推進

第１の柱 スマート自治体への転換による市民サービスの向上

改革３ 民間活用による効率的な公共サービスの提供
（６） 指定管理者制度活用施設の見直し
（７） 地方公営企業の効率的な業務運営

改革４ 民間や他自治体との協力・連携による行政手法の多様化
（８） 市民・ＮＰＯ・民間企業・大学との連携による

各種事業の展開
（９） 民間人材を活用した各種施策の展開
（10）他自治体との広域連携の推進

第２の柱 民間活力等の活用や協働の推進

行財政改革の具体的な実行計画となる「行財政集中改革アクションプラン」では、行財政集中改革ビジョンにおける４本の柱に掲
げるゴールを達成するための個別具体的な取組項目を掲げています。それぞれの取組項目では、目指すべき３年後の姿を想定し、そ
こから逆算して、現在からそこに至る道筋を定めるバックキャストの視点を取り入れて戦略的に取り組んでいきます。

なお、各取組項目の改革主管課は、令和４年４月１日時点の組織編制に即しています。
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行財政集中改革アクションプランの改革項目

改革７ 歳入確保と歳出抑制による健全財政の堅持
（17）使用料、手数料の見直し
（18）地方公営企業の経営健全化
（19）自主財源確保の取組強化
（20）補助金の見直し

改革８ 市有施設等の適正な管理・活用
（21）遊休市有地等の有効活用
（22）常備消防（分署）の整理統合
（23）公共施設におけるＬＥＤ化の推進

第４の柱 持続可能な財政運営の実現

改革５ 時代や状況の変化へ弾力的に対応する組織と人財づくり
（11）スマート自治体への転換を図るための組織体制の構築
（12）さまざまな行政課題に対応できる職員の育成

改革６ ＢＰＲ（ビジネスプロセス・リエンジニアリング）※21の徹底
（13）先端デジタル技術を活用した事務の効率化
（14）ペーパーレスへの取組強化
（15）テレワークの推進
（16）事務事業の改善・見直し

第３の柱 市役所風土変革による効率的・効果的な行政運営

※21 既存事業を見直し、最適化すること。 15



柱
Ⅰ スマート自治体への転換による

住民サービスの向上
改
革

１ ニューノーマルを意識した便利
なサービス改革主管課 総合政策部情報政策課

 令和６年度末時点でのあるべき姿 主要な行政手続（２００手続以上）の電子化を実現

１.現状と課題

●児童手当関係や水道使用開始の届出など１１種類の申請手続が電子化されている
●来庁が必要となる有料の手続や証明書等の授受が必要な手続では電子化が進んでいない
●R２年度の電子申請利用率は１.3％（電子入札を除く）
●電子申請サービスにおけるキャッシュレス決済をR４年度に導入予定

２.目標達成に向けた取組み

・キャッシュレス決済と郵送を組み合わせた非来庁型
サービスの提供

・マイナンバーカードの普及促進
・電子申請利用促進に向けた周知及び市民への支援

５.改革による効果

○「いつでも」「どこでも」パソコンやスマートフォンから行政手続が可能となり、市民の利便性が向上する
○窓口の混雑緩和やペーパーレス化にも寄与する他、事務処理スピードの向上が期待できる

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

申請フォーム作成

電子申請運用

利用促進に向けた周知

スケジュール

指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

電子申請手続数(累積) 19手続(Ｒ２)
100手続
以上

150手続
以上

200手続
以上

３.具体的な取組み（活動指標）
指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

電子申請利用率※１ １.3％
(R２)

４％ ６％ １０％

４.成果指標

取組項目 （１）電子申請サービスの拡充

※１ 電子申請による受付件数/全申請件数。
【参考】埼玉県電子申請システムのH３０年度からR２年度の平均申請件数増加率は約1.24倍。本市では改革により前年度比1.5倍で推移すると想定して利用率を算出。

第２章 行財政集中改革アクションプラン
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柱
Ⅰ スマート自治体への転換による

住民サービスの向上
改
革

１ ニューノーマルを意識した便利
なサービス改革主管課 総合政策部情報政策課

 令和６年度末時点でのあるべき姿 予約を受け付けている施設のうち４０施設※１でオンライン予約が可能

１.現状と課題

●予約時に、申請書の記入のために来庁が必要であり、利用者の負担となっている
●システム導入により手軽に予約が可能になる一方、複数の仮予約や直前キャンセル
により、他の利用者の利用機会が失われる可能性がある

●システム利用の運用ルールを定め、利用者に遵守してもらう必要がある

２.目標達成に向けた取組み

・公共施設予約システム導入施設の拡充
・業務フローの見直し及び運用ルールの周知徹底
・利用者向けシステム利用マニュアルの作成、周知

５.改革による効果

○利用者の施設予約に係る負担低減が図られる ○施設管理者の事務の効率化が図られる ○ペーパーレス化につながる

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

新規施設へのシステム導入

検証

利用促進

スケジュール

指標名/説明 R４ R５ R６

新規導入施設数
20施設で導入済※２

新規導入施設検討
11施設※３ 9施設※3

３.具体的な取組み(活動指標)

指標名/説明 R４ R５ R６

システム利用率※４ ５％※５ 12％ 15％

4.成果指標

取組項目 （２）公共施設予約手続きの簡素化

導入施設の決定

導入準備(運用方法共有など) 導入準備(運用方法共有など)

新規施設での運用

※１ 全42施設のうち老人福祉センター大堰永寿荘・南河原荘を除く。
※２ R３導入済施設：コミュニティセンターみずしろ、コミュニティセンター分館、男女共同参画推進センター、商工センター、体育施設(12施設)、産業文化会館、はにわの館、中央公民館、

教育文化センター「みらい」文化ホール。
※３ Ｒ５導入検討施設：地域公民館(７館)、地域交流センター、南河原隣保館、総合福祉会館、斎場。Ｒ６導入検討施設：地域公民館(９館) 。
※４ システムによる予約件数/全予約件数。
※５ 導入済施設における利用率。

【参考】同様のシステムを導入している自治体(人口：10万人程度)におけるオンライン利用率：初年度4.7％、２年度目10.2％、3年度目12.8％（企画政策課調べ）

新規施設での運用

第２章 行財政集中改革アクションプラン
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柱
Ⅰ スマート自治体への転換による

住民サービスの向上
改
革

１ ニューノーマルを意識した便利
なサービス改革主管課 総合政策部情報政策課

 令和６年度末時点でのあるべき姿 ２８施設、５窓口でキャッシュレス化を実現

１.現状と課題

●市民課、税務課、古代蓮会館、体育施設、はにわの館、郷土博物館でキャッシュ
レスサービスを導入済み

●郷土博物館、古代蓮の里などの集客施設は比較的利用者が多いが、市役所窓口で
は利用者が少ない

２.目標達成に向けた取組み

・キャッシュレス決済サービスを導入する施設及び窓口の拡大
の検討

・キャッシュレス決済サービス利用促進に向けた周知

５.改革による効果

○支払手段の多様化や所要時間短縮により、利用者の利便性が向上する ○多額の現金を管理することがなくなり、現金の紛失・盗難リスクが低減する

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

キャッシュレスの導入
施設/窓口の拡大

検証

利用促進

スケジュール

指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

キャッシュレス
決済導入施設・
窓口数(累計)

４施設
２窓口(Ｒ３)

４施設
２窓口

2８施設
５窓口※１

28施設
５窓口

利用率向上の
取組み

ー
・決済方法
拡大検討

・利用促進

３.具体的な取組み(活動指標)

指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

利用率※２ 0.46％(R２) ７％※３ 12％ 17％

支払時間の短縮※４ ２時間 100時間 200時間 300時間

４.成果指標

取組項目 （３）使用料・手数料等のキャッシュレス決済の拡大

※１ Ｒ５新規導入検討施設・窓口：コミュニティセンターみずしろ、小針クリーンセンター、粗大ごみ処理場、商工センター、総合福祉会館、産業文化会館、中央公民館、「みらい」文化ホール、
地域公民館(16館)、農政課、農業委員会、建築開発課。

※２ 窓口におけるキャッシュレス利用件数/全支払受付件数。
※３ 導入済施設・窓口(古代蓮会館、体育施設、はにわの館、郷土博物館、市民課、税務課)における利用率。
※４【参考】キャッシュレス決済は現金と比較して16秒速いという結果から算出。 [出典]「決済速度に関する実証実験」（株式会社ジェーシービー R元年度）

導入施設・窓口の
決定

導入準備 運用

第２章 行財政集中改革アクションプラン
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柱
Ⅰ スマート自治体への転換による

住民サービスの向上
改
革

２ デジタル技術を活用した生活に
役立つサービス改革主管課 学校教育部学校教育課

 令和６年度末時点でのあるべき姿 全ての児童生徒がICT機器を活用して意欲的に学んでいる

１.現状と課題

●R２年度に児童生徒及び教員用の学習用端末の整備が完了するとともに各教室に大型モニターを配備
●家庭にインターネット環境が整っていない世帯へ、貸出用モバイルルーターを整備
●教員のＩＣＴ活用指導力の向上が急務となっている

２.目標達成に向けた取組み

・ＩＣＴ支援員による教員への支援
・授業や家庭でのICT機器の積極的な活用

５.改革による効果

○ＩＣＴ活用による授業の充実 ○児童生徒の情報活用能力の向上 ○児童生徒の学習機会の確保

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

授業及び家庭学習での
ICT機器活用

教員への研修

検証

スケジュール

指標名/説明 R4 R5 R6

教員研修 実施

３.具体的な取組み（活動指標）

指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

ICTを活用した授業頻度※１

小学校：2.3%
中学校：1.2%

（Ｒ３）
50％ 60％ 70％

授業にICTを活用して指導
する能力※２ 71.1％(R2) 85％ 90％ 95％

４.成果指標

取組項目 （４）GIGAスクール構想の推進

※１ 「全国学力・学習状況調査」(文部科学省)で「ほぼ毎日」と回答する児童生徒の割合。【参考】R３年度（全国）：小学校11.4％、中学校7.9％
※２ 「学校における教育情報化の実態等に関する調査」(文部科学省)で「できる」、「ややできる」と回答した教員の割合。【参考】R2年度：70.2％(全国平均)

ICT支援員活用 自主研修 自主研修

第２章 行財政集中改革アクションプラン
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柱
Ⅰ スマート自治体への転換による

住民サービスの向上
改
革

２ デジタル技術を活用した生活に
役立つサービス

改革主管課 総合政策部広報広聴課

 令和６年度末時点でのあるべき姿
ＳＮＳ(ソーシャルネットワーキングサービス)により、必要な情報が必要な人に速やかに伝わっている

１.現状と課題

●市民意識調査（R元年度実施）で、約9割の市民が市報から市政情報を得ていると回答
●ＳＮＳによるタイムリーな情報発信を行っているが、ＳＮＳの代表的なツールである市公式
ＬＩＮＥアカウントの登録者のうち６０％が５０歳未満であるが、この世代への更なる情報
発信が課題

●市ホームページのリニューアルに伴い、ＬＩＮＥと連携した「セグメント配信」・「チャッ
トボット」が利用可能

２.目標達成に向けた取組み

・市公式ＳＮＳ(ＬＩＮＥ、YouTube、フェイス
ブック、ツイッター）による情報発信

・市公式ＳＮＳに関するユーザーレビュー※１の

実施

５.改革による効果

○幅広い年齢層の方が市政情報や災害情報などをタイムリーに入手可能となる ○市民の市政参画への関心と理解を高めることに寄与する

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

市公式SNSの運用

広報活動に関する
アンケート調査

スケジュール

指標名/説明 R４ R５ R６

市公式SNS
発信回数

220回以上 220回以上 220回以上

市公式ＳＮＳに関する
ユーザーレビュー

実施

３.具体的な取組み（活動指標）

指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

市公式ＳＮＳの登録人数 29,462人※３ 31,000人 32,500人 34,000人

市公式LINE登録者の
50歳未満の割合※２ ６0％※３ 62％ 64％ 66％

４.成果指標

取組項目 （５）行政情報発信の推進

※１ サービスについて利用者に評価・感想を聞くこと。
※２ 【参考】国内のLINE登録者のうち50歳未満の割合：65％ [出典]「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」（総務省 R２）
※３ いずれもR3.10.１時点

第２章 行財政集中改革アクションプラン
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柱 Ⅱ 民間活力等の活用や協働の推進
改
革

３ 民間活用による効率的な
公共サービスの提供

改革主管課 総合政策部企画政策課

 令和６年度末時点でのあるべき姿
指定管理施設の選定方法・評価基準の見直しにより、更なる経費節減とサービス向上が図られている

１.現状と課題

●２３施設で指定管理者制度を導入しているが、更なる経費節減及びサービス向上が
求められている

●他の公の施設についても、さらなる活性化と経費節減に向け、民間活力を活用した
施設の管理運営について検討する必要がある

２.目標達成に向けた取組み

・次期指定管理者選定方法(公募、非公募)の見直し
・未導入施設への民間活力導入要否の検討
・評価指標の見直しによる適切なモニタリング

５.改革による効果

○公の施設における管理運営経費の節減と利用者サービスの更なる向上が期待できる

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

R5からの指定管理

新規施設への導入

指定管理者評価

スケジュール

指標名/説明 R４ R５ R６

R5からの
指定管理者選定

準備/選定 管理運営開始

新たな指定管理
者制度導入施設

検討
(導入の場合)
指定に向けた
準備/選定

(導入の場合)
管理運営開始

３.具体的な取組み（活動指標）

指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

指定管理者評価点
(平均)※１ 65点(R2) 90点以上 90点以上 90点以上

管理運営費削減額※２ ー ０円 1,000万円 1,500万円

４.成果指標

取組項目 （６）指定管理者制度活用施設の見直し

財政効果額(R4～6の累計） 2,500万円

募集/選定/引継ぎ 指定管理者による管理・運営

検討 （導入の場合）募集/選定/引継ぎ (導入の場合)指定管理者による管理・運営

評価（新） 評価（新）

※１ 施設所管課が実施する指定管理者に対する評価。
※２ 《指定管理施設》H30年度(H28年度からの指定期間において最も指定管理料が圧縮できた年度)の指定管理料(決算額：約５億3,400万円)との比較。

《直営施設》(指定管理者制度を導入した場合)管理運営費の削減額。

評価（新旧）
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柱 Ⅱ 民間活力等の活用や協働の推進
改
革

３ 民間活用による効率的な
公共サービスの提供

改革主管課 都市整備部上下水道経営課

 令和６年度末時点でのあるべき姿 上・下水道事業における効率的な経営について検討が終了している

１.現状と課題

●水道事業及び公共下水道事業における各種業務を個別委託しているため
契約内容が複雑化している

●上下水道それぞれで窓口を設けているため、これらを統合し、業務の共
通化を図り効率的な運営を目指していくことが必要

２.目標達成に向けた取組み

・包括的業務委託※１の導入の要否についての検討
・委託内容の精査

５.改革による効果

○ノウハウを持つ民間事業者に一括で委託契約することにより、事務の効率化及び市民サービスの向上が図られる

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

包括的業務委託
導入可能性調査

アドバイザリー業務委託

スケジュール

指標名/説明 R４ R５ R６

包括的業務委託
導入への検討

検証
事業化、事業者
選定に向けた準備

３.具体的な取組み（活動指標）

指標名/説明 R４ R５ R６

包括的業務委託の
導入

ー ー
包括的業務委託
事業者選定

４.成果指標

取組項目 （７）地方公営企業の効率的な業務運営

・導入範囲/契約期間の検討
・想定される効果の整理

・事業化に向けた準備/事業者選定に向けた準備

※１ 個別の業務をそれぞれ委託するのではなく、２業務以上を一括して委託することで、民間事業者の創意工夫やノウハウを活用し、効率性を高めようとするもの。
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柱 Ⅱ 民間活力等の活用や協働の推進
改
革

４ 民間や他自治体との協力・連携に
よる行政手法の多様化

改革主管課 総合政策部企画政策課

 令和６年度末時点でのあるべき姿 市が民間事業者等と協働して行政課題の解決に取り組んでいる

１.現状と課題

●民間事業者等と各部署において、様々な官民連携事業を実施しているが、官民連携に
よる事業内容や実施状況などの情報が集約されていない

●官民連携事業の実施に当たり、多数が民間事業者等からの提案によるものであり、市
から積極的なアプローチが行われていないため、戦略的に事業を展開する「仕組みづ
くり」が必要

２.目標達成に向けた取組み

・民間事業者と各所属を「つなぐ」仕組みづくり
・行政課題の解決に資する提案募集
・新規連携先の開拓

○民間事業者やNPOが持つ多様なノウハウの活用により、行政サービスの拡充や地域活性化が図られる

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

民間事業者との連携

スケジュール

指標名/説明 R４ R５ R６

一元的な窓口の構築 実施 － －

民間事業者からの
提案募集/連携

実施

各種施策に関する
アンケート

実施

３.具体的な取組み（活動指標）
指標名/説明 R４ R５ R６

民間企業等のプロジェクト
(実証実験を含む)の実施

５事業以上 ５事業以上 ５事業以上

連携による施策への展開 １事業以上 ２事業以上 ２事業以上

４.成果指標

取組項目 （８）市民・ＮＰＯ・民間企業・大学との連携による各種事業の展開

窓口設置

業務フロー
作成

提案募集
(テーマ型)

・民間事業者等から随時提案(フリー型)

・民間事業者との新規事業検討/実施（随時）

・各所属と調整/プロジェクト実施（実証実験）の可否判断/プロジェクト実施 ※随時

提案募集
(テーマ型)

提案募集
(テーマ型)

提案募集
(テーマ型)

提案募集
(テーマ型)

・民間事業者との新規事業検討/実施（随時） ・民間事業者との新規事業検討/実施（随時）

5.改革による効果
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柱 Ⅱ 民間活力等の活用や協働の推進
改
革

４ 民間や他自治体との協力・連携に
よる行政手法の多様化

改革主管課 全所属

 令和６年度末時点でのあるべき姿
民間企業等の外部人材を登用し、知見を活かした各種施策が展開されている

１.現状と課題

●R３年度より国の地方創生人材支援制度を活用し、民間企業からデジタル専門人材を受け入れ、
庁内のデジタル化を推進

●今後も、特にＤＸや地域防災などの分野において、専門的知見をもつ民間人材の活用が必要

２.目標達成に向けた取組み

・民間人材を登用する分野の検討
・民間人材活用に向けた検討

５.改革による効果

○行政の考え方や枠組みにとらわれない柔軟で斬新なアイデアを、各種施策に取り入れることが可能となる
○知見や経験が豊富な人材の登用により、職員の生産性向上が期待できる

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

民間人材登用による
新たな施策の展開

スケジュール

指標名/説明 R４ R５ R６

民間人材登用 検討/準備/登用

３.具体的な取組み（活動指標）

指標名/説明 R４ R５ R６

民間人材登用による行政
課題解決に向けた施策

実施

４.成果指標

取組項目 （９）民間人材を活用した各種施策の展開

行政課題
抽出

行政課題
抽出

行政課題
抽出

民間人材登用の検討/受入準備 民間人材登用の検討/受入準備 民間人材登用の検討/受入準備

民間人材登用による施策展開 民間人材登用による施策展開 民間人材登用による施策展開

検証 検証 検証
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柱 Ⅱ 民間活力等の活用や協働の推進
改
革

４ 民間や他自治体との協力・連携に
よる行政手法の多様化

改革主管課 環境経済部環境課

 令和６年度末時点でのあるべき姿 新ごみ処理施設整備工事に着手している

１.現状と課題

●可燃ごみ処理施設「小針クリーンセンター」、不燃・粗大ごみ処理施設
「粗大ごみ処理場」は、稼働開始以来４０年弱が経過し、老朽化が顕著
であることから、施設の更新が急務となっている

２.目標達成に向けた取組み

・新たな事業主体（一部事務組合）を設置（R４）
・具体的な施設整備の方針及び効率的な事業運営方式
の検討に着手

５.改革による効果

○広域化による整備・管理運営経費の縮減が期待できる（財政効果額３８億円歳出削減)※１

○広域化によるごみ処理安定性の確保と環境負荷が低減する

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

施設整備着手

スケジュール

指標名/説明 R４ R５ R６

新ごみ処理施設整備
に向けた業務実施

・施設整備基本
計画策定

・PFI導入可能性
調査

事業者選定
アドバイザリー業務
(要求水準書作成等）

・事業者選定
アドバイザリー業務

・施設整備工事着手

３.具体的な取組み（活動指標）

指標名/説明 R４ R５ R６

新ごみ処理施設
整備工事着手

整備手法
検討着手

整備手法
検討

施設整備
着手

４.成果指標

取組項目 （1０）他自治体との広域連携の推進

・施設整備基本計画策定
・PFI導入可能性調査

・事業者選定アドバイザリー業務
（要求水準書作成等）

・事業者選定アドバイザリー業務
・施設整備工事着手

※１ 「広域処理の概算事業費算出結果」整備費及び20年間の運営費合計額。 [出典]「行田市ごみ処理基本構想」（ R３策定）
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柱
Ⅲ 市役所風土変革による

効率的・効果的な行政運営
改
革

５ 時代や状況の変化へ弾力的に
対応する組織と人財づくり

改革主管課
総合政策部企画政策課
総合政策部情報政策課

 令和６年度末時点でのあるべき姿
スマート自治体推進のための体制が整い、自治体ＤＸの取組みが進んでいる

１.現状と課題

●情報政策全般を所管する部署や、主導する役割を担う役職が設置され
ていない

●全庁的な推進体制が構築されておらず、各部署が個々に関係施策の検
討や導入を行っている状況である

２.目標達成に向けた取組み

・組織改正による情報政策を担う部署の設置
・DX推進計画の策定
・実効性の高い推進体制(ＣＩＯ※１、推進本部、推進員の設置など)
の構築

５.改革による効果

○個別のDXの取組みを計画的に、または柔軟で速やかに実行し、適切な進捗管理を行うことができる
○行政のデジタル化が進み、市民の利便性向上につながる

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

推進体制の構築/強化

スケジュール

指標名/説明 R４ R５ R６

DX推進体制強化
・計画策定
・推進本部開催

デジタル人材
の確保/育成

外部人材活用
専門人材
の養成

３.具体的な取組み（活動指標）

指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

ＤＸの取組数
(累計)

２※２（Ｒ３） ６ ８ 10＋ α

４.成果指標

取組項目 （１１）スマート自治体への転換を図るための組織体制の構築

CIO/
補佐官設置 推進本部開催（随時）

※１ 「Chief Information Officer」の略で情報戦略における最高責任者。※２ Ｒ３年度までに実施済みの取組み：キャッシュレス決済サービス導入、音声認識システム導入。

推進本部/
推進員
設置

デジタル人材確保/育成（随時）

DX計画策定
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柱
Ⅲ 市役所風土変革による

効率的・効果的な行政運営
改
革

５ 時代や状況の変化へ弾力的に
対応する組織と人財づくり

改革主管課
総合政策部企画政策課
全所属

 令和６年度末時点でのあるべき姿
職員のエビデンス※１に基づいた政策立案（EBPM※２）能力が向上し、意欲的に業務に取り組んでいる

１.現状と課題

●R３年度より職員の政策立案能力向上を目的として、職員提案制度にプレゼンテー
ション方式による提案を新設

●限られた財源で効果的な施策を実施していくため、職員にはエビデンスに基づいた
事業設計能力の向上が求められている

２.目標達成に向けた取組み

・職員提案制度の推進
・データ分析/集積のためのアンケート実施

５.改革による効果

○職員が効果的なデータ収集方法や分析方法を習得することが期待できる
○ロジックやデータ等のエビデンスを用いた新規施策立案や事業のスクラップ・アンド・ビルドが期待できる

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

職員提案

アンケート実施
によるデータ分析

スケジュール

指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

職員提案人数(各年度) 33人(R3) 40人以上 40人以上 40人以上

アンケート実施による
政策立案に必要な各種
データの収集・分析

ー 実施

３.具体的な取組み（活動指標）

指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

事業化された提案数
(各年度)

１(Ｒ2) １ ２ ３

新規事業数＋見直し
事業数(各年度)

14(R3) 20以上 20以上 20以上

４.成果指標

取組項目 （１２）さまざまな行政課題に対応できる職員の育成

提案受付
テーマ
設定

プレゼン実施（適宜）

提案受付
テーマ
設定

プレゼン実施（適宜）

提案受付
テーマ
設定

プレゼン実施（適宜）

実施 実施 実施

※１ 客観的な情報やデータのこと。
※２ 「Evidence-Based Policy Making」の略で政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化した上で合理的根拠（統計データ等）に基づいて政策立案すること。
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柱
Ⅲ 市役所風土変革による

効率的・効果的な行政運営
改
革

６ ＢＰＲ（ビジネスプロセス・
リエンジニアリング）の徹底改革主管課 総合政策部情報政策課

 令和６年度末時点でのあるべき姿
ＡＩ等の新技術導入により定型業務に掛かる時間が大幅に縮減され、創造的な業務に注力している

１.現状と課題

●単純なパソコン入力作業など、定型的な事務処理に多くの人手と時間
を要しており、政策立案に充てられる時間が少ない

●デジタル技術の活用により、こうした定型業務に掛かる時間を縮減し、
職員が政策立案や相談業務などに注力できる環境を整える必要がある

２.目標達成に向けた取組み

・AI－OCR※１やRPA※２などの新技術の導入
・業務プロセスの最適化

５.改革による効果

○定型的な事務処理時間の削減による働き方改革を実現する
○政策立案や相談業務に注力することにより、市民サービスの向上が図られる

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

ＡＩーＯＣＲ導入/運用

ＲＰＡ導入/運用

スケジュール

指標名/説明 R４ R５ R６

AI-OCR、RPA
活用業務数(各年度)

１７業務 ２１業務 ４２業務

３.具体的な取組み（活動指標）

指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

新技術導入による時間
外勤務削減時間(各年度)

ー
800時間
以上

980時間
以上

1800時
間以上

新規事業数＋見直し
事業数（再掲）

14(R3) 20以上 20以上 20以上

４.成果指標

取組項目 （１３）先端デジタル技術を活用した事務の効率化

※１ 書面等に記載されている内容を文字データとして取り出す自動文字認識技術。
※２ デジタル技術によって、人が行う定型的なＰＣ業務の一部を代行するソフトウェア。

運用 運用 運用

次年度導入
業務検討

検証

運用業務プロセス見直し

次年度導入
業務検討 業務プロセス見直し 運用

次年度導入
業務検討

業務プロセス見直し検証

検証

運用

次年度導入
業務検討

業務プロセス見直し

次年度導入
業務検討

次年度導入
業務検討

検証
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柱
Ⅲ 市役所風土変革による

効率的・効果的な行政運営
改
革

６ ＢＰＲ（ビジネスプロセス・
リエンジニアリング）の徹底

改革主管課
総務部総務課
総合政策部企画政策課

 令和６年度末時点でのあるべき姿 ペーパーレスによる業務遂行が定着している

１.現状と課題

●文書管理システムを運用しているにも関わらず、紙による資料添付も行われている
●市役所庁舎内における印刷経費(紙、トナー代等)は、年間約７８０万円かかっている
●文書の保存・保管スペースが飽和状態となっている

２.目標達成に向けた取組み

・文書管理システム運用適正化マニュアルの作成
・起案文書の電子決裁の徹底
・ペーパーレス会議システムの導入

５.改革による効果

○印刷コストや文書保管スペースの削減につながる ○書類の紛失リスクが低減される

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

印刷用紙使用量削減
のルール構築

デジタルツールの
導入

スケジュール

指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

文書管理システム
電子保存率

53％
（Ｒ２）

60％ 70％ 75％

ペーパーレス会議
実施率

０％
（Ｒ３）

５％ 25％ 50％

３.具体的な取組み（活動指標）

指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

コピー用紙
購入枚数削減率※１ ー 5％ ８％ 15％

４.成果指標

取組項目 （１４）ペーパーレスへの取組強化

財政効果額(R４～６の累計) 200万円

マニュアル
作成

調査研究/トライアル
運用

検証

運用

次年度
拡大検討

※１ Ｒ２年度実績（16,381,000枚）に対しての削減率。

マニュアル
周知徹底

マニュアル
見直し

前年度の
検証

マニュアル
周知徹底

前年度の
検証

マニュアル
見直し

マニュアル
周知徹底

検証

導入準備
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柱
Ⅲ 市役所風土変革による

効率的・効果的な行政運営
改
革

６ ＢＰＲ（ビジネスプロセス・
リエンジニアリング）の徹底改革主管課

総合政策部情報政策課
総務部人事課

 令和６年度末時点でのあるべき姿 オフィスワークに捉われない柔軟で多様な働き方が実現できている

１.現状と課題

●オンラインによる研修は自宅にて受講している例もあるが、通常業務は、
基本的にそれぞれの執務室で業務を行っている

●職員の多様な働き方を実現するため、Ｒ4年1月よりテレワークを試行運
用し、Ｒ4年度から本格実施

２.目標達成に向けた取組み

・テレワーク運用指針の策定
・セキュリティに配慮したシステムやネットワーク
などの環境整備

５.改革による効果

○育児や介護などで時間的制約を抱える職員の他、外部人材を含めた多様な人材が活躍でき、行政サービスが向上する
○業務の見直し、ペーパーレス化などにより、業務の効率化が図られる ○災害時等でも行政機能が維持される

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

テレワーク利用促進

スケジュール

指標名/説明 R４ R５ R６

テレワークの推進
・実施
・指針の策定 ・指針周知徹底

ビジネスチャット※１導入 試験導入 本格導入

３.具体的な取組み（活動指標）

指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

テレワーク可能な所属
におけるテレワークを
実施した職員の割合※２

０％ 3年間で100％

４.成果指標

取組項目 （１５）テレワークの推進

運用指針
策定

チャット機能導入検討/
トライアル

テレワーク実施

※１ 職員同士のコミュニケーションとグループワークの効率を上げる、メールに代わる新しいコミュニケーションツール。
※２ テレワークを１回でも実施した職員の割合。

【参考】R2.4.1～10.1のテレワーク導入自治体406団体(都道府県、政令指定都市、市区町村)におけるテレワーク利用率(最大日での利用率）
０～10％未満：213団体、10～30％未満：50団体、30～50％未満：30団体、50～80％未満：12団体、80％以上：8団体、不明：93団体
[出典]「地方公共団体におけるテレワーク取組状況調査」(Ｒ２総務省）

運用指針
周知徹底

チャット機能導入準備 ビジネスチャット運用

検証/改善 運用指針
周知徹底

運用指針
周知徹底

検証/改善 検証/改善

ビジネスチャット拡大
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柱
Ⅲ 市役所風土変革による

効率的・効果的な行政運営
改
革

６ ＢＰＲ（ビジネスプロセス・
リエンジニアリング）の徹底改革主管課

総合政策部企画政策課
総合政策部財政課

 令和６年度末時点でのあるべき姿
既存事業の見直しやスリム化が図られ、行政資源が戦略的に配分されている

１.現状と課題

●Ｒ2年度から事業評価※１を実施し、その結果を行財政３ヵ年実施計画
や予算編成に反映している

●既存事業について、他自治体との行政サービス水準の比較が不十分な
まま実施されているものがある

２.目標達成に向けた取組み

・行政サービス水準評価の実施
・既存事業のスリム化に向けた基準の作成(事業評価の手引きの改善）
・EBPMの手法を用いた新規事業提案の徹底

５.改革による効果

○本市の行政サービスの水準、費用対効果を客観的に把握することができる ○既存事業見直しによるスクラップ・アンド・ビルドを促進する

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

行政評価

水準評価

スケジュール

指標名/説明 R４ R５ R６

行政評価 施策評価試行 外部評価導入 検証/改善

行政サービス
水準評価

評価制度導入
水準を踏まえた予算
要求ルール作成

サービス水準を踏ま
えた要求ルール徹底

３.具体的な取組み（活動指標）

指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

見直した事業数※２ ６(Ｒ3） 10以上 10以上 10以上

４.成果指標

取組項目 （１６）事務事業の改善・見直し

施策評価

※１ 一定の基準、指標をもって、事業の妥当性、達成度や成果を判定するもの。※２ 整理統合、縮小、休廃止を含める。※３ 整理統合、縮小、休廃止等による歳出削減額。

財政効果額（R４～R6の累計) 3,000万円※3

施策評価

事業評価 事業評価

外部評価

検証/改善

施策評価

事業評価

外部評価

検証/改善 検証/改善

準備/実施

分野別集計

サービス水準を踏まえた予算要求ルール徹底
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柱 Ⅳ 持続可能な財政運営の実現
改
革

７ 歳入確保と歳出抑制による
健全財政の堅持

改革主管課 総合政策部企画政策課

 令和６年度末時点でのあるべき姿
使用料及び手数料の見直しにより、各サービスに見合った適切な受益者負担が設定されている

１.現状と課題

●前回（H29年10月）の見直しから約４年が経過しているが、見直し時に消
費税率１０％を見込んで反映させている

●各事業のコストに相応しい適正な受益者負担（使用料・手数料）のあり方
について分析を行い、必要に応じた改定を行うことを検討する

２.目標達成に向けた取組み

・「使用料・手数料見直し方針」の改訂
・見直し対象となる使用料、手数料の洗い出し
・各部署における見直し案の検討
・例規改正

５.改革による効果

○受益者負担のさらなる適正化と歳入確保につながる

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

使用料/手数料見直し

スケジュール

指標名/説明 R４ R５ R６

使用料/手数料見直し 検討/見直し
可能なもの
から見直し

３.具体的な取組み（活動指標） ４.成果指標

取組項目 （１７）使用料・手数料の見直し

方針改訂 対象洗い出し

各部署での算定

（見直し
の場合）

例規改正

（見直しの場合）
周知

指標名/説明 R４ R５ R６

見直しを行った事業数
（見直した事業/見直し

可能事業）
ー ５0％ 100％

行政改革推進委員会
諮問/答申 実施

減免対象見直し
例規
改正

減免対象見直し
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柱 Ⅳ 持続可能な財政運営の実現
改
革

７ 歳入確保と歳出抑制による
健全財政の堅持

 令和６年度末時点でのあるべき姿
上・下水道事業の経営基盤の強化により、上・下水道サービスを安定的に提供している

１.現状と課題

●Ｈ３０年３月に策定した行田市水道事業経営戦略に基づき、Ｒ２年４月に水道料金を改定。
これにより、水道事業の経営基盤の強化は図られているが、引続き持続可能な健全経営を
維持していく

●下水道事業においては、近年、経費回収率※１が7０％台で推移しており、下水道使用料収
入では汚水処理費を賄えておらず、不足分は一般会計繰入金（基準外）に依存している

●将来に渡り安定的な下水道事業経営を行うことを目的として、R３年３月に行田市公共下
水道事業経営戦略を策定

２.目標達成に向けた取組み

・下水道使用料の適正化
・水道事業の投資計画に基づく管路更新工事

５.改革による効果

〇下水道事業の経営基盤強化が図られる ○水道施設の整備により、水道水の安定供給が図られる
○一般会計繰入金の減額により、市の財政負担が軽減される

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

下水道使用料適正化

水道管路の耐震化

スケジュール

指標名/説明 R４ R５ R６

下水道使用料の適正化 方針決定 準備 使用料の改定

水道管路整備延長
(各年度)

４ｋｍ ６ｋｍ ６ｋｍ

３.具体的な取組み（活動指標）
指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

下水道事業
経費回収率

72.７％ 76.9％ 78.1％ 90.8％

水道管路耐震化率 26.9％ 28.1％ 28.9％ 29.７％

４.成果指標

取組項目 （１８）地方公営企業の経営健全化

改革主管課
都市整備部 水道課
都市整備部 下水道課
都市整備部 上下水道経営課

使用料の試算/方針決定 適正化に向けた準備 使用料の改定

※１ 汚水処理費（公的負担分を除く）における下水道使用料収入の割合。100％を超えると適正な使用料が確保されている。

管路整備工事

第２章 行財政集中改革アクションプラン

33



柱 Ⅳ 持続可能な財政運営の実現
改
革

７ 歳入確保と歳出抑制による
健全財政の堅持

 令和６年度末時点でのあるべき姿 市税の収納率向上とともに、市税以外の新たな収入確保が進み、
安定的な財政基盤が構築されている

１.現状と課題

●《市税収入》
金融機関に対する財産調査を紙ベースで実施しているため、調査完結までに時間と手間が
掛かっている。更なる収納率向上の取組みに注力できる環境を構築する必要がある

●《市税以外の歳入確保策》
ふるさと納税や広告収入、遊休市有地の売却等を通じた財源確保の他、更なる財政健全化
を図るため、新たな収入確保の検討が必要である

２.目標達成に向けた取組み

《市税収入》
・財産調査のオンライン化
《市税以外の歳入確保策》
・新たな収入確保策の掘り起こし
・これまでの取組み（ふるさと納税、広告収入、
自動販売機設置に係る入札）の強化

・遊休市有地の売却/貸付

５.改革による効果

○新たな滞納が抑制される
○納税相談や徴収業務に充てる時間が確保され、収納率向上につながる
○自立的な財政運営につながる

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

財産調査のオンライン化

新たな自主財源の発掘

遊休市有地売却/貸付

スケジュール

指標名/説明 R４ R５ R６

財産調査のオンライン化 準備/運用 運用

新たな自主財源の確保 検討/準備 実施

遊休市有地の売却/貸付 実施

３.具体的な取組み（活動指標）

指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

市税収納率※１ 97.23％(R２) 97.5％ 97.7％ 97.9％

市税以外の
自主財源確保額

1,715万円
(R2)

1,900万円
以上

2,400万円
以上

2,900万円
以上

遊休市有地
売却/貸付額

2,200万円
(R2)

1,000万円
以上

1,000万円
以上

1,000万円
以上

４.成果指標

取組項目 （１９）自主財源確保の取組強化

改革主管課
総務部税務課
総合政策部企画政策課
総合政策部財産管理課

導入準備 運用

※１ [参考値]R2年度の市町村税（国保税を除く）県平均97.70％

実施検討 準備

洗い出し 販売/貸付
手法の
見直し

販売/貸付 手法の
見直し

販売/貸付

財政効果額（R４～R6の累計) 1億円
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柱 Ⅳ 持続可能な財政運営の実現
改
革

７ 歳入確保と歳出抑制による
健全財政の堅持

 令和６年度末時点でのあるべき姿
補助金の必要性精査により見直しが進み、財政負担が軽減されている

１.現状と課題

●補助金等調査委員会の答申(H２８年１１月)を受けて、廃止や見直しを進めてきた
●新たな補助金や既存の補助金の給付増等により経常補助金(単独分)は直近５年間
で約1,950万円増加となっており、更なる見直しが必要となっている

２.目標達成に向けた取組み

・補助金の見直し方針の策定
・補助金の総点検による補助金評価シートの作成
・総点検の結果を踏まえた自主的な見直し

５.改革による効果

〇補助金制度の公平性を高めることができる ○財政負担の軽減につながる

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

補助金の見直し

スケジュール

R４ R５ R６

チェックシート
作成による総点検

・総点検を踏まえた
方針策定

・評価シート作成
評価シートの公表

３.具体的な取組み（活動指標）

指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

見直しによる
歳出削減額

ー 50万円 50万円 500万円

４.成果指標

取組項目 （２０）補助金の見直し

改革主管課 総合政策部財政課

チェックシートによる
総点検

財政効果額 600万円

方針策定総点検を踏まえた見直し 方針を踏まえた見直し

評価シート作成

見直しスケジュール作成

評価シート公表

評価シート及び
スケジュールを踏まえた
見直し
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柱 Ⅳ 持続可能な財政運営の実現
改
革

８ 市有施設等の適正な管理・活用

 令和６年度末時点でのあるべき姿
遊休市有地や施設が利活用され、地域の賑わいの形成や魅力向上につながっている

１.現状と課題

●遊休市有地の維持には、必要最低限の管理費用(環境整備等)を負担する必要がある。そのため、
行政による利活用を検討しつつ、将来的な利活用が見込めない未利用財産は、売却や貸付による
有効活用を推進している

●地域の活性化につながることが見込まれる学校跡地の利活用については、地域の実情や民間事業
者のニーズを踏まえた検討が求められている

２.目標達成に向けた取組み

《遊休市有地》
・庁内の利活用希望調査
・遊休市有地の利活用/売却/貸付
《学校跡地》
・市民のニーズ調査
・サウンディング調査※１

５.改革による効果

○地域における新たな拠点となることが期待できる ○公共施設の効率的な活用により、未利用財産の維持管理費が節減される

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

遊休市有地の
利活用/売却/貸付

学校跡地利活用
（北河原小・須加小）

スケジュール

指標名/説明 R４ R５ R６

遊休市有地の
新規利活用/売却/貸付

実施

学校跡地利活用※２

(北河原小・須加小）

住民アンケート
サウンディング調査
個別活用計画策定

業者選定
用途決定

利活用開始

３.具体的な取組み（活動指標）

指標名/説明 R４ R５ R６

新規遊休市有地活用数
（累計）

２/36 ４/36 ６/36

活用用途を定めた施設数 ０ ２ ２

４.成果指標

取組項目 （２１）遊休市有地等の有効活用

改革主管課 総合政策部財産管理課

※１ 民間事業者との意見交換等を通じ、事業に対して様々なアイデアや意見を把握する調査。
※２ Ｒ３年度に星宮小も閉校するが、同校の跡地活用については教育研修センター及び埋蔵文化センターに転用することが決定している。

サウンディング調査(民間ニーズ把握)

個別活用計画策定

住民アンケート/意見交換(市民ニーズ把握）

業者選定/用途決定 利活用開始

洗い出し 手法の
見直し 利活用/販売/貸付 手法の

見直し
利活用/販売/貸付利活用/販売/貸付
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柱 Ⅳ 持続可能な財政運営の実現
改
革

８ 市有施設等の適正な管理・活用

 令和６年度末時点でのあるべき姿
１本部１署２分署体制で消防業務を運用し、出動体制が強化されている

１.現状と課題

●現在、１本部１署３分署(北分署・西分署・南分署)体制で消防・救急業務を運用している
●高齢化の影響による救急需要の増加及び地球温暖化の影響による自然災害が激甚化している
●様々な消防需要に対応するため、現在の出動体制を見直す必要がある

２.目標達成に向けた取組み

・南分署の廃止(本署への統合）の周知
・職員配置、勤務体制の見直し
・消防車両の配置見直し

５.改革による効果

○職員、車両、資機材などを集約することにより初動体制の強化が図られる
○消防庁舎、車両、システム関係の維持管理費用の削減につながる

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

南分署の整理統合

スケジュール

指標名/説明 R４ R５ R６

分署の再編
１本部１署２分署
体制での試行運用

１本部１署２分署
体制での運用開始

新体制継続/検証

３.具体的な取組み（活動指標）

指標名/説明 基準値 R４ R５ R６

救急救命士が２名搭乗
している救急車数

１台
(Ｒ３)

２台
(試行)

３台 ３台

災害出動時に消防自動
車へ搭乗する人員数

３人/台
(Ｒ３)

4人/台
(試行)

４人/台 ４人/台

４.成果指標

取組項目 （２２）常備消防（分署）の整理統合

改革主管課 消防本部消防総務課

市民への周知
新体制開始試行

検証

職員配置見直し

車両保有台数見直し 検証
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柱 Ⅳ 持続可能な財政運営の実現
改
革

８ 市有施設等の適正な管理・活用

 令和６年度末時点でのあるべき姿 公共施設の照明を計画的にＬＥＤ化することにより、電力消費量が
削減され、併せてカーボンニュートラル※１への取組みも推進している

１.現状と課題

●現在、多くの公共施設で主に蛍光灯を使用しているが、各施設の
照明機器に関する情報が一元管理されていない

●温室効果ガスを削減するため、照明機器を計画的に省力化タイプ
に更新する必要があるが実行できていない。そのため、「行田市
公共施設LED化推進計画」の策定作業に着手している

２.目標達成に向けた取組み

・各施設の情報集約
・切替手法（買取り、リースなど）の検討
・工事実施

５.改革による効果

○公共施設の効率的・効果的な維持管理につながる ○二酸化炭素排出量の削減につながる

主な取組み
R４ R５ R６

１四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期 １四半期 ２四半期 ３四半期 ４四半期

公共施設のLED化

スケジュール

指標名/説明 R４ R５ R６

LED機器への切り替え※２ 切替準備 工事実施 工事実施

３.具体的な取組み（活動指標）

指標名/説明 R４ R５ R６

対象施設におけるＬＥＤ化
完了施設の割合（累計）

ー 25％ 50％

４.成果指標

取組項目 （２３）公共施設におけるLED化の推進

改革主管課
総合政策部財産管理課
施設所管課

切替工事実施

切替工事実施

切替準備

切替準備

※１ 二酸化炭素（CO2）などの温室効果ガスを減らし、森林による吸収分などと相殺して実質的な排出量をゼロにすること。
※２ 計画期間は、概ね１０年間の２期計画とする。

施設選定

切替準備
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